
１．年頭にあたって

２．各自治会の「とんど祭り」の模様
年始の風物詩「とんど祭り」が各自治会で開催されました。
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新年おめでとうございます。

皆様には、輝かしい新春を健やかにお迎えのことと心からお慶び申し上げ

ます。八鉾自治振興区の推進に対しまして、格別のご理解とご協力を賜り誠に

ありがとうございます。

昨年は、７月に発生した「西日本豪雨災害」で多大な被害と多くの犠牲者

が出ました。八鉾地域におきましても避難指示により多くの方が避難場所に避

難されました。幸いに被害は少なくて済みましたが、今後ゲリラ豪雨等による避

難のあり方について検討していく必要があります。

１１月に開催した２回目の「やほこ収穫祭」には、多くの農家から野菜の提供

を受けほぼ完売し、盛況で終了することができました。野菜作りの喜びと祭り

のイベントを楽しんでいただけたものと思います。

「廃校リノベーション事業」も要望していたエアコンの設置が今年度末には完了

しますので、より幅広く交流活動を推進してまいりたいと思います。

各自治会でデイホーム事業が推進され、より地域密着型の介護予防が行われ

ておりますことに敬意を払います。また、生涯学習事業の推進もこれまで通り行い、

健康の保持推進を図ってまいります。

八鉾地域に住んで良かったと思えるように役職員一致して頑張りますので、皆

様方のご支援ご協力をお願い申し上げまして新年のご挨拶とさせていただきます。

今年の「無病息災」「五穀

豊穣」を願い点火、一年の安

全を祈りました。

各自治会の開催日は、

・三坂 1月12日

・八鉾落合 1月14日

・高尾 1月12日

・油木 1月12日

それぞれ20～40名程度

ご参加いただきました。

古いお守り、しめ縄、お札

等燃やして炎ととも平成最後

となる「とんど」を見送りました。

三坂自治会

高尾自治会 油木自治会

八鉾落合自治会

八鉾自治振興区

会長 定木丈宜



３．「広島経済大学 興動館 活動報告会」へ招待され、地域マネージャー3名出席　12月22日

４．青年部「第2回地域の将来を語り合う会」開催（ひば・道後山高原荘）　12月1日

５．振興センター2階の活用について　「第6回くまさんのお家」開催　12月11日

６．「平成30年度創作教室」開催　12月17日
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振興区内の人口が500名を割り、過疎・高齢化が一層深刻となっており、13名参加のもと地域

の現状・将来に向け、定木会長を講師に招き勉強会を開催しました。

終了後は、席を移動し情報交換会を行い懇親を深め、大変有意義な会となりました。

広島経済大学で平成30年度の活動報告会が行われ、農業体験学習に

支援をしていただいた地域マネージャー3名（長尾和子、曽利雪子、木村辰

也）が出席しました。約700名の来場者を迎え18プロジェクトの発表があり、

その中毎年当区に農業体験学習に来ている“カフェ運営プロジェクト”から、

以下の報告がありました。「日ごろ何気なく使っている食材が、どれだけの手

間と時間をかけてつくられているかを、あらためて学ぶことができました。今

年三坂で作ったトマトは、祇園・興動祭で提供し、多くの来場者に喜んでい

ただきました。」としめくくっていただきました。

定木会長より、地域の現状、将来に期待するものについて講話 その後、会場を代えて情報交換会で懇親を深めました

5月定植、8月収穫、それぞれ

左写真のような学習の模様が

スクリーンに映し出されました

地域マネージャー3名が中心となり、社協の支援協力を

いただき、開催いたしました。今回は、みなさんでちぎり絵

を作り、その後一足早い『クリスマス会』を行い、和気あい

あいと楽しい一時を過ごしました。

曽利敏江さんにご指導いた

だき開催しました。今年は、来

年の干支“亥”をテーマに「押し

絵」を作りました。 ご覧の通り、

立派な作品ができました。

※1～2月は、寒い時期となりますので、冬眠（お休み）しま

す。



７．八鉾自治振興区 「職員」「地域マネージャー」 公募について　　
   現在八鉾自治振興区に採用されています「職員」「地域マネージャー」の雇用期間が、平成31年

3月31日をもって満了となります。つきましては、次年度の採用に関し下記のとおり公募します。

１．採用予定人数

（1）職員　　　  ①事務局長　1名 ②事務職員　1名

（2）専門職　     　 地域マネージャー　3名

２．業務内容

（1）職員　　「八鉾自治振興区規約」第11号4項並びに5項に記載する業務で以下の通り

①事務局長　自治振興区の事務を統括し、会長の命を受けて振興センターの管理運営に

関すること、生涯学習委託事業に関すること及び庶務並びに会計に関する事務を行う。

②事務職員　事務局長の指示により事務処理を行う。

（2）専門職　地域マネージャー　　　以下の通り

①福祉及び農産物関係　2名

・ 農産物栽培・販売等の社会参加を通じた高齢者の生きがいづくり、生涯学習と連携した

心身の健康の保持増進活動（その他の生きがいづくりの開発を含む）を推進

・ 自治会・常会等と連携したサロン・ディホーム等の活動、及び支え合い関係づくりを推進　

・ 行政等が推進する地域包括ケアシステムに関連した、総合事業・在宅医療・在宅介護

等に関する地域対応について、関係機関等との協議・調整及び企画とその推進

②農村都市交流による地域振興関係　1名

大学生・ボランティアグループ・都市部を中心とした地域外の人との農村都市交流（農林

業体験学習、廃校リノベーションで改修した八鉾自治振興センターの運用等含む）を基

軸とした地域振興事業の企画とその推進

３．勤務場所　　　　原則八鉾自治振興センターとします。

４．採用条件

（1）雇用期間　平成31年4月1日～平成32年3月31日（1年間）

（2）主要な勤務条件（上述２．業務内容）

５．応募条件

（1）八鉾自治振興区内に居住する者

（2）職員は、パソコン（ワード、エクセル、パワーポイント、Ｅメール）を使用できること

 専門職は、パソコン（ワード、エクセル、Ｅメール）を使用できることが望ましい

（3）住民自治、地域活性化、地域振興活動について理解と熱意があること

６．提出書類等　　※提出期限　平成31年2月8日（金）　必着

（1）履歴書（市販の横書き履歴書様式）に、写真（6ヶ月以内撮影）を添付

（注）「履歴書の右上」に、上述2.業務内容の（1）①②、（2）①②から1ヶ選択して記載ください

（2）職務経歴書（前職がある場合のみ）　　様式は問いませんが、できるだけパソコンで作成

７．選考方法

（1）書類審査　　（提出書類による）

（2）面接試験　　（2月下旬予定で、日程はあらためて連絡します）

８．採用予定日 平成31年4月1日（選考結果は平成31年3月上旬内定者に通知します）

９．書類提出先

〒729-5601　庄原市西城町小鳥原615-1　八鉾自治振興区　会長　定木丈宜　宛
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職名 勤務時間・日数 賃金・報酬 一時金（賞与） 契約期間

事務局長 1日7.75時間、概ね月20日間 月額　170,000円 年間　月額の0.5ヶ月 1年間

事務職員 〃 月額　153,300円 〃 〃

1日7.75時間、概ね月10日間 1時間当たり942円 なし 〃

（注）振興区役員が兼務する場合、勤務日数は1ヶ月当たり4日程度となります。
地域マネージャー



８．「お正月用しめ飾り講座」開催　12月23日

９．江田島市沖美町“旧沖保育園”へ「視察研修」に出かけました　12月12日

１０．西城斎苑の閉鎖時期延長に関する陳情書、署名ご協力へのお礼

１１．これはなに？

　 13：30～ 八鉾自治振興センター

 1月25日(金)

 1月22日(火)

 19：00～ 〃
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平成30年度支え合い支援グループ会議

平成30年度第5回八鉾自治振興区役員会

１２．1月２１日以降の主要な事業日程　※大きな行事のみ記載しております。

この度の、西城町自治振興区連絡協議会の署名活動に際ましては、町民のみなさまに

大変お手数をおかけしました。有権者3,037名の内1,548名（八鉾地域は295名）の署名を

集めることができ、11月22日庄原市議会議長、11月28日庄原市長へ提出しました。

その後、教育民生委員会での原案否決（3対2）を経て、12月20日市議会定例会にて僅差（8対11）で原

案賛成となり、平成31年3月末日に閉鎖があらためて確定しました。町民のみなさまには、ご意向に沿えな

い結果となり、申し訳なく心よりお詫び申し上げます。他方、市とは今後西城町と斎苑問題を含め、様々な

面で綿密な連携をとることが約束されました。みなさまのご協力に厚くお礼申し上げます。

“三坂老人会のみなさん”ご

指導のもと開催しました。

今年は、庄原市役所本庁

生涯学習課 社会教育係 秋

山勝彦様も参加いただき、当

地区に昔から伝わる伝統技

法を習得されました。

道路を走っていますと、写真のような標識をよく見かけます。既にご存知の方もいらっ

しゃると思いますが、“豆知識”としてご説明いたします。

「注意喚起標識」といって、広島県が特に落石などによる走行注意が必要な区間に設

置しています。落石などの危険性がある区間３ｋｍごとに，過去の被災履歴や道路法面の

点検結果を点数化することにより区間評価を行い，４段階（走行注意レベル１～４）で評価

され、落石やがけ崩れの発生するおそれが高い区間（走行注意レベル４及び走行注意レ

ベル３）について，公表されています。

【区間評価】

・走行注意レベル４ ： 落石やがけ崩れの発生するおそれが高い区間

・走行注意レベル３ ： 落石やがけ崩れの発生するおそれがやや高い区間

※詳しくは、広島県ホームページ、ひろしまの道路防災リーフレットにてご確認ください。

当振興センター同様に「廃校リノベーション」で改修された“旧沖保育園”を訪問しました。瀬戸内に面し

ていることから『海に囲まれた木と牡蠣の学校』をコンセプトに牡蠣殻を活かした改修がされていました。

当日は、江田島市役所、沖まちづくり協議会、施設使用者である沖本様等よりおもてなしをいただき、有

意義な研修となりました。今後、連携をとり施設の有効活用へ取り組んでいきたいと思います。

注意喚起標識

江田島産の牡蠣殻を取り付けたパネル 江田島市役所等より活用について説明 熱心に耳を傾けられた参加者のみなさん


